
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

当該年度 前々々年度

1 36 33

前年度 前々年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

12 790 2,340

前年度補助事業
の主な実施概要

3,980
保育士及び配置に係る特例により保育士とみなすことができる看護師等が保育士等キャリアアッ
プ研修（県指定研修含む）を受講するために、保育所等を設置運営する法人その他の団体の代表
者又は個人が新たに代替職員を任用した場合にかかる任用経費を助成。

補助金交付
による効果

施設における児童等の適切な処遇を担保するとともに，保育士等の処遇改善に必要な
研修の円滑な受講を図る。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

終期を延長する
理由

福岡県の要綱の改正に伴う終期変更の為。

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

□ その他

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
保育士及び配置に係る特例により保育士とみなすことができる看護師等が
保育士等キャリアアップ研修（県指定研修含む）を受講するために、保育所
等設置者が新たに代替職員を任用した場合にかかる任用経費を対象とす
る。

日額　6,250円×勤務日数
※公定価格に含まれると算定する日数を除く

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金の目的
及び

補助対象事業

保育士等がキャリアアップ研修を受講する際の代替職員の賃金に補助を行うことで，施
設における児童等の適切な処遇を担保するとともに，保育士等の処遇改善に必要な研
修の円滑な受講を図ることを目的とする。

補助金の終期 令和5 年度 延長回数 1 回

（非公募の場合）
非公募の理由

補助開始年度 平成３０ 年度 経過年数 4 年度

交付先決定方法 □ 公募
（公募の場合）

公募時期
通年

（公募の場合）
応募要件

保育士及び配置に係る特例により保育士とみなすことができる看護師等が保育士等
キャリアアップ研修（県指定研修含む）を受講するために、保育所等を設置運営する法
人その他の団体の代表者又は個人が新たに代替職員を任用した場合にかかる任用経
費を対象。

 補助金調書

補助金名
福岡市保育士資格取得等支援事業補助金
(福岡市保育士等キャリアアップ研修代替職員費補助金交付要
綱）

担当課
（連絡先）

こども未来局指導監査課
（ＴＥＬ　092-711-4262　　　）

交　付　先 □ 団体
私立保育所、地域型保育事業者
及び認定こども園

区分 その他の補助金


	キャリアアップ

